
新発田市屋外広告物条例の許可申請手続きについて

～良好で美しい景観まちづくりを目指して～

【相談・申請・問い合わせ先】

新発田市 建築課 景観行政係新発田中央町 5-2-13 地域整備庁舎 2階
TEL：0254-26-3557（建築課直通） FAX：0254-26-3559
市ホームページ：http:www.city.shibata.lg.jp/

①事前相談
デザインなど計画変更が可能な時期に、設置

可能かどうか相談してください。

②計画決定
計画が決定したら、第 1号様式「広告物等（表
示）設置許可申請書」を作成してください。

③事前審査
・作成した申請書類を市へメール等で送信し、事前審査を受けてください。

・誤記載、不足書類などを確認し、手数料を試算します。

※屋外広告物条例に基づき審査し、市から必要に応じて指導を行う場合があります。

④申請
申請書類に現金を添えて窓口へお越しください。※申請書類は正本と副本の 2部必要です。

⑤審査
・必要に応じて景観アドバイザー相談会への出席や、新発田市景観審議会へ意見聴取を行います。

・権利の許可
所有者又は管理者の承諾書写し：土地等が自己

所有でない場合に必要です。

・他法令の許可
建築確認済証の写し：高さが 4m を超える場合
に必要です。【建築基準法】

道路占用許可書：道路の敷地内に設置する場合

に必要です。【道路法】 など

⑥許可
・許可書及び許可証票（シール）を交付します。許可証票（シール）は必ず広告物に貼付してください。

・許可期間満了後（3年後）も設置を継続したい場合は、許可期限満了前に許可となるよう忘れず
に更新手続きを行ってください。

※万が一、不許可となった場合でも手数料はお返しいたしません。

⑦着工・完了
設置完了後は、第 2号様式【広告物等表示（設置）完了届】を提出してください。

○事前相談から設置許可までの流れ


